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１．保険料率等の決定に向けたスケジュールについて
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保険料率等の決定に向けた今後のスケジュール
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２．令和６年度の収支見込みや保険料率について

① 医療分
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令和６年度平均保険料率について
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済

昨年

昨年

昨年

昨年



意見の提出なし ０支部（０支部）

意見の提出あり ４７支部（４７支部）

① 平均保険料率10％を維持するべきという支部 ４０支部（３９支部）

② ①と③の両方の意見のある支部 ６支部（７支部）

③ 引き下げるべきという支部 １支部（１支部）

※ 保険料率の変更時期については、４月納付分（３月分）以外の意見はなし

※（ ）は昨年度の支部数

令和５年１０月に開催した各支部評議会での意見提出状況

令和６年度保険料率に関する支部評議会意見

京都支部評議会（令和５年１０月１６日開催）での主な評議会意見

 健康保険料10％という数字的は合理的な数字。

 積み上がった準備金で、健康診断の補助を手厚くしたり、データヘルス計画等で
蓄積したデータを活用し、予防の段階で手の打てる施策へ充ててほしい。

 高齢化に伴い医療費が減ることはない現状で、保険料率を下げるのはどうかと思
う。できるだけ長く平均保険料率10％を維持してほしい。

 今後、賃金上昇率は0.7％より高い数値になると感じる。賃金上昇率が高い場合の

シミュレーションでは準備金が増加しており、将来を見越して積み上げているという
理屈は通らなくなる。今後、準備金をどこまで積み上げるかの基準についても議論
が必要。
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令和６年度の協会けんぽの収支見込み（医療分）

平均保険料率を１０％と設定した上で、
政府予算案（診療報酬改定等）を踏まえ算出
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令和６年度の協会けんぽの収支見込み（医療分）の概要
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支部毎の療養の
給付等に要する額

５.３６３％
【令和５年度】
５．３５９％

年齢調整

０.０６２％
【令和５年度】
０．０６２％

＋

支部毎の医療費に係る部分 共通料率（全国一律の部分）

健康保険法
第160条第3項1号

健康保険法
第160条第4項

所得調整

０.０３０％
【令和５年度】
０.００９％

健康保険法
第160条第3項2号

健康保険法
第160条第3項3号

調整後の療養の給付等に係る保険料率

京都支部 ５.４５５％
【令和５年度】
５.４３０％

精算の部分

＋前期高齢者納付金
後期高齢者支援金

退職者給付拠出金

現金給付費

業務経費

一般管理費

準備金積立て

４.６０％
【令和５年度】
４.６４０％

令和４年度の支部毎
の収支決算における
収支差

京都支部
▲１４億６，５４０万円

【令和５年度】
▲５億１，１４０万円

０.０６５％
【令和５年度】
０.０２３％

都道府県単位保険料率（令和６年度京都支部保険料率）

療養の給付等に 共通料率 精算の部分 インセンティブ

係る保険料率 ＋ （全国一律の部分）＋ ０.００９％ ＋ 制度の部分 ＝
５．４５５％ ４．６０％ ０．０６５％ ０．０１％ 【小数点第３位四捨五入】

【令和５年度】１０．０９％

等 等

※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある

全国平均保険料率（療養の給付等に係る保険料率） ５.４０％
＝平均保険料率（ １０.００％ ）－共通料率（４.６０％）

Ｆ Ｇ

Ａ

Ｅ

１０．１３％

Ｆ Ｇ

Ｂ Ｃ

Ｄ

Ｅ

＋

インセンティブ
制度の部分

＋

全支部より財源を拠出
京都支部加算
２億２，２３４万円

０．０１％

【令和５年度】
０.０１％

令和４年度実績
による報奨金
京都支部減算

０円
０％

【令和５年度】
▲０．０１７０％

０.０１％
【令和５年度】
▲０.００７％

Ｈ

Ｈ

令和６年度の京都支部保険料率
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【京都支部の場合】

（支部医療給付費）
1,207億3,235万円

（支部総報酬額）
2兆2,512億718万円

＝

支部毎の療養の
給付等に要する料率

５.３６３％

※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある

Ｂ 支部毎の療養の給付等に要する額

9

※令和５年度：5.359%



年齢調整
【京都支部の場合】

年齢構成が全国平均より低い
⇒ 保険料率を上げる方向に調整される

（平均給付費）
1,208億6,624万円

（標準給付費）
1,194億7,347万円

（年齢調整額）
13億9,276万円

－ ＝

（年齢調整額）
13億9,276万円

（支部総報酬額）
2兆2,512億718万円

＝

年齢調整率

０.０６２％

【平均給付費】
（全国の加入者１人あたり医療費）×（京都支部加入者数）
【標準給付費】
（全国の各年齢階級の１人あたり給付費）×（京都支部の各年齢階級の加入者数）の合計

※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある

Ｃ
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※令和５年度：0.062%



所得調整
【京都支部の場合】

所得（標準報酬月額）が全国平均より高い
⇒ 保険料率を上げる方向に調整される

全国合計給付費を総報酬按分した額

1,215億5,196万円
平均給付費

1,208億6,624万円
所得調整額

6億8,572万円－ ＝

（全国給付費）
5兆5,348億7,704万円

×

（京都支部総報酬額）
2兆2,512億718万円

（全国総報酬額）
102兆5,088億7,416万円

＝

全国合計給付費を
総報酬按分した額

1,215億5,196万円

（所得調整額）
6億8,572万円

（支部総報酬額）
2兆2,512億718万円

＝

所得調整率

０.０３０％

※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある

Ｄ
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※令和５年度：0.009%



共通料率

共通料率

４．６０％

Ｆ

※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある
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※令和５年度：4.640%



精算の部分

保険料率換算 ＝
支部別収支差

支部総報酬額

支部別収支差（京
都）

支部総報酬額 保険料率換算

▲14億6,540万円 2兆2,512億718万円 0.065％

Ｇ

令和６年度保険料率算定時に０．０６５％の保険料率引上げ

※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある

○令和４年度の都道府県支部別の収支差

令和６年度の都道府県単位保険料率の算定に

おいては、健康保険法施行規則第135条の7に
基づき、令和４年度の都道府県支部毎の収支に
おける収支差について精算する必要がある。
収支差がプラスの場合は収入の「その他収入」に
加算し、マイナスの場合は「▲（マイナス記号）」を
外した値を支出の「第３号経費」に加算する。
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保険料率（%）
前々年度の

精算分除く（%）

R2 10.03 10.02

R3 10.06 10.05

R4 9.95 9.99

R5 10.09 10.07

R6 10.13 10.07

9.9

9.95

10

10.05

10.1

10.15

R2 R3 R4 R5 R6

保険料率 前々年度の精算分除く

（％）

【参考】実際の保険料率と精算分を除いた場合の保険料率

※令和５年度：0.023%



令和６年度保険料率の他支部との比較

令和６年度都道府県単位保険料率における支部数（暫定版）
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（参考）令和５年度京都支部
保険料率 １０．０９％

京都支部

20

10.42 1

10.35 1

10.34 1

10.33 1

10.30 1

10.25 1

10.22 1

10.21 1

10.20 1

10.19 1

10.18 1

10.17 1

10.13 2

10.07 1

10.03 1

10.02 3

10.01 1

10.00 1

支部数
保険料率

(%)

9.98 1

9.95 1

9.94 3

9.92 1

9.91 1

9.89 2

9.85 3

9.84 1

9.81 1

9.79 1

9.78 1

9.77 1

9.68 1

9.66 1

9.63 1

9.62 1

9.59 1

9.55 1

9.52 1

9.49 1

9.35 1

支部数
保険料率

(%)

26



令和６年度保険料率の他支部との比較

令和６年度都道府県単位保険料率の令和５年度からの変化（暫定版）
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（参考）令和５年度京都支部
令和４年度保険料率からの変化分 ＋０．１４％

京都支部

料率（％） 金額（円）

＋0.28 ＋420 1

＋0.27 ＋405 1

＋0.24 ＋360 1

＋0.16 ＋240 2

＋0.13 ＋195 1

＋0.11 ＋165 1

＋0.10 ＋150 2

＋0.09 ＋135 1

＋0.08 ＋120 1

＋0.06 ＋ 90 3

＋0.05 ＋ 75 4

＋0.04 ＋ 60 1

＋0.03 ＋ 45 1

＋0.02 ＋ 30 2

＋0.01 ＋ 15 2

0.00 0 1

令和5年度保険料率

からの変化分 支部数

料率（％） 金額（円）

▲0.01 ▲ 15 2

▲0.02 ▲ 30 2

▲0.04 ▲ 60 3

▲0.05 ▲ 75 1

▲0.06 ▲ 90 1

▲0.07 ▲105 1

▲0.08 ▲120 1

▲0.09 ▲135 1

▲0.10 ▲150 1

▲0.13 ▲195 1

▲0.14 ▲210 3

▲0.17 ▲255 1

▲0.21 ▲315 1

▲0.30 ▲450 1

▲0.34 ▲510 1

▲0.37 ▲555 1

令和5年度保険料率

からの変化分 支部数

24
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（％）

（年度）

H20.10
発足

※保険料率の変更月は変更後の保険料率に基づく徴収開始月を記載している（記載のない年度は４月変更）

H21.10
変更

H27.5
変更

（見込）

協会けんぽ発足後の健康保険料率の推移

都道府県単位
保険料率
凍結期間
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【参考】京都支部の生活習慣病リスク保有者の割合



２．令和６年度の収支見込みや保険料率について

② 介護分
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令和６年度の協会けんぽの収支見込み（介護分）
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令和６年度の介護保険料率について
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３．令和４年度インセンティブ制度の結果について

①インセンティブ制度について

21



インセンティブ制度の概要

協会けんぽ全支部の後期高齢者支援金に係る保険料率の中に、インセンティブ制度の財源となる保険料率（0.01％）を設定
するとともに、支部ごとの加入者及び事業主の行動等を評価し、その結果、上位15支部については、報奨金によるインセンティ
ブを付与。

＜制度趣旨＞
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見直しの全体像

インセンティブ制度の見直しについて
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３．令和４年度インセンティブ制度の結果について

②令和４年度の実績について

24



【
得
点

】

【
総
得
点

】

５つの評価指標の総得点及び
各評価指標の全国平均との差

指標１．特定健診等の実施率の得点及び
当該評価指標に係る各項目の全国平均との差

令和４年度（確定値）のデータを用いた実績
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７
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指標２．特定保健指導の実施率の得点及び
当該評価指標に係る各項目の全国平均との差

指標３．特定保健指導対象者の減少率の得点及び
当該評価指標に係る各項目の全国平均との差

令和４年度（確定値）のデータを用いた実績
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指標４．医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率の得点及び
当該評価指標に係る各項目の全国平均との差

指標５．後発医薬品の使用割合の得点及び
当該評価指標に係る各項目の全国平均との差

令和４年度（確定値）のデータを用いた実績
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令和４年度実績（確定値）のデータを用いた試算
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資料内の「現時点」は、第１２６回運営委員会が
開催された令和５年１２月４日時点を指す。



《参考》 令和４年度実績（確定値）＜偏差値及び順位＞ 北海道支部～三重支部

29

＜得点及び順位を表示＞令和４年度の実績（確定値）：北海道支部～三重支部

70 ：配点 70 ：配点 80 ：配点 50 ：配点 50 ：配点

得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位

北海道 56.0 44 59.6 41 59.8 44 43.9 40 44.9 36 264.3 46 北海道

青森 75.2 12 80.0 6 52.8 46 48.5 25 50.2 28 306.7 34 青森

岩手 67.6 27 82.7 4 71.9 33 56.1 12 47.5 33 325.9 18 岩手

宮城 80.9 9 67.7 26 66.1 42 39.9 44 58.1 5 312.8 28 宮城

秋田 69.5 23 70.1 22 83.2 21 59.4 7 54.6 11 336.9 13 秋田

山形 91.5 2 69.9 23 84.3 19 65.0 1 69.1 1 379.7 2 山形

福島 61.5 37 76.2 14 79.0 27 48.5 24 53.0 17 318.2 25 福島

茨城 53.3 46 63.2 33 68.6 37 52.9 16 53.3 14 291.4 42 茨城

栃木 74.4 13 78.5 11 84.4 18 60.2 4 51.9 23 349.5 5 栃木

群馬 60.4 39 63.3 32 63.6 43 51.8 17 49.7 29 288.7 43 群馬

埼玉 58.3 42 51.6 47 74.8 31 46.8 30 54.6 12 286.0 45 埼玉

千葉 56.7 43 62.2 35 82.3 22 45.7 33 51.5 24 298.5 38 千葉

東京 65.1 31 60.5 40 95.9 7 49.8 20 52.1 22 323.4 21 東京

神奈川 56.0 45 57.7 44 78.5 28 46.6 31 53.1 15 291.9 41 神奈川

新潟 82.4 8 70.9 21 71.4 34 61.4 3 55.0 8 341.2 10 新潟

富山 87.1 4 78.9 9 70.9 35 53.7 15 47.6 32 338.2 12 富山

石川 72.7 18 74.7 16 77.1 30 48.6 23 47.9 31 321.1 23 石川

福井 71.2 21 73.3 19 81.6 24 45.0 37 35.8 45 306.9 33 福井

山梨 80.0 10 59.4 42 68.4 39 33.4 47 46.6 35 287.8 44 山梨

長野 76.0 11 77.0 12 88.3 14 49.8 21 52.5 21 343.6 8 長野

岐阜 72.8 17 73.8 18 92.5 9 45.9 32 55.0 9 340.1 11 岐阜

静岡 73.3 15 65.8 28 88.7 12 43.7 41 50.9 26 322.5 22 静岡

愛知 69.3 24 65.0 29 69.9 36 54.2 14 52.8 20 311.3 29 愛知

三重 83.6 6 55.9 46 78.1 29 47.1 28 51.0 25 315.8 27 三重

①特定健診等の実施率 ②特定保健指導の実施率
③特定保健指導対象者の

減少率

④医療機関への受診勧奨

基準において速やかに

受診を要する者の

医療機関受診率

⑤後発医薬品の使用割合

支部名 総得点 支部名



《参考》 令和４年度実績（確定値）＜偏差値及び順位＞ 滋賀支部～沖縄支部
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＜得点及び順位を表示＞令和４年度の実績（確定値）：滋賀支部～沖縄支部

70 ：配点 70 ：配点 80 ：配点 50 ：配点 50 ：配点

得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位

滋賀 61.2 38 67.9 25 86.1 17 50.2 19 55.7 6 321.1 24 滋賀

京都 73.9 14 64.3 30 101.6 3 39.4 45 44.9 37 324.1 20 京都

大阪 64.4 33 61.3 37 93.9 8 47.5 27 44.0 41 311.0 30 大阪

兵庫 68.8 26 61.1 38 86.5 16 43.3 42 44.8 38 304.5 36 兵庫

奈良 66.3 29 75.2 15 118.7 1 43.3 43 38.4 44 341.9 9 奈良

和歌山 67.0 28 56.6 45 88.9 10 45.6 34 43.6 42 301.8 37 和歌山

鳥取 62.5 34 74.5 17 73.7 32 45.3 35 54.0 13 310.1 31 鳥取

島根 89.2 3 59.2 43 86.6 15 64.3 2 59.4 4 358.6 3 島根

岡山 91.9 1 81.1 5 54.2 45 57.7 8 44.5 39 329.4 17 岡山

広島 61.6 36 68.1 24 68.1 40 59.7 5 48.9 30 306.4 35 広島

山口 64.9 32 62.8 34 97.3 6 45.1 36 55.2 7 325.4 19 山口

徳島 58.9 41 67.5 27 98.3 5 44.9 38 27.0 47 296.6 40 徳島

香川 50.5 47 76.2 13 81.8 23 49.5 22 40.1 43 298.2 39 香川

愛媛 71.7 20 64.0 31 68.5 38 51.4 18 53.0 16 308.7 32 愛媛

高知 87.0 5 60.7 39 22.2 47 44.7 39 33.3 46 247.8 47 高知

福岡 70.8 22 84.8 3 83.4 20 56.7 11 52.8 19 348.6 6 福岡

佐賀 72.9 16 98.3 1 114.0 2 57.5 9 47.1 34 389.9 1 佐賀

長崎 65.4 30 72.2 20 98.7 4 48.2 26 50.9 27 335.3 14 長崎

熊本 61.9 35 96.7 2 66.2 41 56.9 10 52.9 18 334.6 15 熊本

大分 68.8 25 78.8 10 80.7 26 59.6 6 44.5 40 332.4 16 大分

宮崎 59.4 40 79.1 8 88.7 11 54.9 13 61.6 2 343.6 7 宮崎

鹿児島 83.5 7 79.3 7 88.5 13 39.1 46 60.0 3 350.4 4 鹿児島

沖縄 72.5 19 62.0 36 81.3 25 47.1 29 54.8 10 317.7 26 沖縄

①特定健診等の実施率 ②特定保健指導の実施率
③特定保健指導対象者の

減少率

④医療機関への受診勧奨

基準において速やかに

受診を要する者の

医療機関受診率

⑤後発医薬品の使用割合

支部名 総得点 支部名
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＜実施率等及び順位を表示＞令和４年度の実績（確定値）：北海道支部～三重支部

令和４年度

実施率
順位

令和４年度

実施率
順位

令和４年度

減少率
順位

令和４年度

受診率
順位

令和４年度

使用割合
順位

北海道 49.1% 45 11.7% 44 32.7% 44 33.8% 36 82.8% 15 北海道

青森 61.1% 20 22.2% 19 32.2% 46 35.5% 22 83.3% 12 青森

岩手 62.5% 15 21.7% 23 33.5% 33 34.8% 28 85.7% 3 岩手

宮城 64.4% 12 22.9% 17 33.1% 42 34.6% 31 84.4% 5 宮城

秋田 61.2% 19 31.9% 4 34.3% 21 37.6% 9 83.4% 9 秋田

山形 77.3% 1 25.7% 11 34.4% 19 40.2% 1 85.2% 4 山形

福島 58.2% 26 26.7% 9 34.0% 27 34.2% 32 83.3% 10 福島

茨城 55.5% 36 15.0% 39 33.3% 37 35.2% 26 80.8% 31 茨城

栃木 61.0% 21 25.4% 13 34.4% 18 36.6% 13 81.4% 26 栃木

群馬 55.2% 38 13.2% 42 33.0% 43 33.7% 37 82.0% 21 群馬

埼玉 49.8% 43 8.4% 47 33.7% 31 32.2% 45 81.6% 25 埼玉

千葉 46.9% 47 14.4% 41 34.2% 22 32.2% 43 81.7% 24 千葉

東京 53.1% 42 9.5% 46 35.2% 7 34.1% 33 80.4% 34 東京

神奈川 48.2% 46 10.4% 45 34.0% 28 33.9% 34 80.9% 29 神奈川

新潟 69.9% 4 22.0% 20 33.5% 34 38.6% 6 82.9% 14 新潟

富山 71.8% 2 31.9% 5 33.5% 35 39.4% 2 81.9% 22 富山

石川 66.6% 6 23.7% 16 33.9% 30 36.0% 16 81.0% 28 石川

福井 65.4% 9 21.9% 22 34.2% 24 35.7% 21 79.9% 38 福井

山梨 67.8% 5 18.7% 29 33.3% 39 31.8% 46 80.8% 30 山梨

長野 64.0% 13 29.4% 6 34.6% 14 36.3% 15 82.6% 18 長野

岐阜 64.8% 10 25.5% 12 34.9% 9 35.9% 17 80.4% 35 岐阜

静岡 59.4% 24 16.7% 34 34.7% 12 35.3% 25 82.1% 20 静岡

愛知 55.8% 35 14.5% 40 33.4% 36 35.8% 19 80.6% 32 愛知

三重 64.4% 11 15.4% 36 34.0% 29 35.1% 27 80.2% 36 三重

支部名支部名 ①特定健診等の実施率 ②特定保健指導の実施率
③特定保健指導対象者の

減少率

④医療機関への受診勧奨

基準において速やかに

受診を要する者の

医療機関受診率

⑤後発医薬品の使用割合
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＜実施率等及び順位を表示＞令和４年度の実績（確定値）：滋賀支部～沖縄支部

令和４年度

実施率
順位

令和４年度

実施率
順位

令和４年度

減少率
順位

令和４年度

受診率
順位

令和４年度

使用割合
順位

滋賀 61.9% 17 20.2% 24 34.5% 17 33.5% 41 81.9% 23 滋賀

京都 60.9% 22 17.1% 33 35.5% 3 32.2% 44 78.0% 43 京都

大阪 49.8% 44 12.8% 43 35.0% 8 33.8% 35 78.5% 41 大阪

兵庫 56.6% 33 15.2% 38 34.5% 16 33.6% 39 80.5% 33 兵庫

奈良 56.8% 31 22.6% 18 36.7% 1 35.9% 18 76.6% 46 奈良

和歌山 56.3% 34 15.3% 37 34.7% 10 34.6% 30 77.4% 44 和歌山

鳥取 57.1% 29 21.9% 21 33.7% 32 33.5% 40 82.8% 16 鳥取

島根 70.8% 3 19.6% 25 34.5% 15 37.9% 8 84.3% 6 島根

岡山 63.7% 14 33.1% 3 32.3% 45 37.1% 11 80.0% 37 岡山

広島 57.3% 28 18.6% 30 33.3% 40 37.4% 10 79.8% 39 広島

山口 57.0% 30 18.2% 32 35.3% 6 33.6% 38 82.7% 17 山口

徳島 55.1% 40 24.8% 14 35.3% 5 32.8% 42 74.5% 47 徳島

香川 54.1% 41 33.7% 2 34.2% 23 35.5% 23 78.3% 42 香川

愛媛 61.4% 18 18.3% 31 33.3% 38 35.3% 24 79.0% 40 愛媛

高知 66.1% 7 15.5% 35 30.2% 47 31.6% 47 76.9% 45 高知

福岡 55.4% 37 19.3% 28 34.3% 20 36.5% 14 82.3% 19 福岡

佐賀 58.9% 25 26.2% 10 36.4% 2 39.1% 3 83.3% 11 佐賀

長崎 57.7% 27 26.8% 8 35.4% 4 34.6% 29 83.1% 13 長崎

熊本 62.1% 16 36.2% 1 33.2% 41 38.8% 4 83.4% 8 熊本

大分 65.5% 8 29.4% 7 34.1% 26 38.2% 7 81.0% 27 大分

宮崎 56.6% 32 19.3% 27 34.7% 11 36.8% 12 84.2% 7 宮崎

鹿児島 55.1% 39 19.6% 26 34.7% 13 38.7% 5 86.1% 2 鹿児島

沖縄 60.1% 23 24.5% 15 34.2% 25 35.8% 20 89.3% 1 沖縄

全国平均 56.6% － 17.7% － 34.2% － 35.0% － 81.3% － 全国平均

支部名支部名 ①特定健診等の実施率 ②特定保健指導の実施率
③特定保健指導対象者の

減少率

④医療機関への受診勧奨

基準において速やかに

受診を要する者の

医療機関受診率

⑤後発医薬品の使用割合


